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研究成果の概要（和文）：本研究の成果は次の4点である。
①中小企業の事業主・安全衛生担当者等は、半数以上が従業員や家族の健康問題および、介護・育児困難等、家
庭問題について相談を受けていたが、地域保健との連携経験が有る者は１割にも満たなかった。②連携経験者
は、従業員の健康意識・行動の改善だけでなく、産業保健活動を推進しやすい職場環境づくりや地域保健との有
効なネットワークの構築ができる等、多くのメリットを感じていた。③調査結果に基づき、地域保健との連携経
験の無い中小企業の事業主等に向けたリーフレットを作成した。④「秦野・伊勢原＠地域・職域ネットワーク
会」を立ち上げ、研究により得られた知見等を基に、定例開催している。

研究成果の概要（英文）：The outcomes of this study are as follows. (1) More than half of the 
employers and health and safety officers of small and medium-sized enterprises consulted with 
employees and their families on health issues and family issues such as nursing care and childcare, 
but less than 10% of them had experience in collaboration with public health services. Those who had
 experience in collaboration with public health services perceived many advantages, including not 
only improved health awareness and behavior of employees, but also the creation of a workplace 
environment that facilitates the promotion of occupational health activities and the establishment 
of effective networks with public health services. (iii) A leaflet was prepared for employers of 
small- and medium-sized enterprises that have no experience in collaboration. (iv) "Hadano/Isehara 
area community and occupational network meeting" was established, and utilizing our research 
results, regular meetings are being held.

研究分野： 産業看護学、公衆衛生看護学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
労働者が育児困難や介護等、様々な家庭問題を抱えても、核家族化等の背景から相談先がなく、直接的な支援を
受けにくい。また、問題が深刻であるほど仕事に支障をきたしやすい。本研究により、専門職の雇用がない中小
企業では、事業主や安全衛生担当者等が家庭問題に関する相談を受けることが多いが、問題解決において有効な
相談先である地域保健と連携した経験がある者は非常に少ないことがわかった。しかし、少ない中でも連携経験
がある者は、数多くのメリットを感じており、地域保健関係者との顔の見える関係作りの重要性が示唆された。
本研究において、連携経験の無い中小企業の事業主等向けのリーフレットを作成できたことは意義深い。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
我が国の高齢化率は 27.3％を占め、平成 37 年（2025 年）には 30.0％に至ると推計されてい

る。また、要支援・要介護認定者数は 620 万人を超えており、介護支援サービスだけでは行き届
かない面を補うため、年間 10 万人を超える労働者が介護離職をせざるを得ない状況にある。そ
して、高齢化によって労働者が抱える問題は親の介護のみではない。政府は平成 30 年度（2019
年度）から公務員の定年年齢を段階的に引き上げ、最終的に 65 歳に延長する方針を挙げており、
平成 25 年（2013 年）には高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部が改正により高齢者
の就労促進を進めている。事業場の中に高齢者が増えれば生活習慣病に加え、認知症や初老期う
つ病を含む精神疾患を持つ従業員も増えることが考えられる。これまで高齢化に伴う健康問題
について述べてきたが、それだけではなく、子どもの不登校、育児不安やノイローゼによる児童
虐待の問題も含め、産業保健の領域であっても地域保健を窓口として解決すべき問題が増えて
いる。 
申請者らは、生涯を通じた健康づくりを実現するため、また、産業看護職であっても親の介護

や育児に関する問題を支援できるコンピテンシーを身に付けるため、産業看護職における地域
保健との連携技術向上を目指した実践教育方法の開発と検証に取り組んできた。しかし、中小企
業においては産業看護職だけでなく産業医ですら選任されていない事業場もあり（平成 22 年労
働安全衛生基本調査）、健康支援対策の遅れが健康格差として指摘されている。また、地域保健
と産業保健との連携については、健康増進法第９条に基づく健康増進事業実施者に対する健康
診査の実施等に関する指針および、地域保健法第４条に基づく基本指針（最終改正：平成 24 年）
において、地域職域連携の推進と、この推進に向けて関係機関等から構成される地域・職域連携
推進協議会を設置するよう明記している。その協議会活動により地域全体の健康問題が明確に
なり、生涯を通じた継続的な健康支援を提供することができると期待されており、中小企業の健
康支援策においても地域保健分野からどのように働きかけられるか模索されている。しかし、大
半の協議会開催回数は年１～２回に留まっており、実務者レベルの連携には至ってない地域も
多く、健康問題発生時においてタイムリーに支援出来るような体制には至っていないと考えら
れる。よって、中小企業の事業主・衛生管理者自身が主体的に地域保健関係者と連携し、必要に
応じて支援サービスを受けられるしくみづくりが早急に必要であると考える。 
 
２．研究の目的 
本研究は、中小企業の事業主・衛生管理者による地域保健との連携に基づいた健康支援の実態

を把握し、事業主や衛生管理者自身が地域保健とうまく連携する手法やそのメリットを明らか
にした上で、事業主や衛生管理者向けの地域保健との連携ツールを開発することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
（１）事業主・安全衛生管理者による地域保健との連携に基づいた健康支援の実態の明確化  

（中小企業の事業主・安全衛生管理者を対象とした質問紙調査）  
神奈川県内の労務安全衛生協会地区支部の協力を得て、2019 年度全国安全週間平塚地区
促進大会に参加し、中小企業の事業主・安全衛生管理者等を対象とした質問紙調査を実
施した。 

 
（２）事業主や衛生管理者自身が取り組める地域保健との連携による健康支援活動の手法の 
   明確化 

（先進的な活動経験を持つ中小企業の事業主・安全衛生管理者へのインタビュー調査）  
【対 象】地域保健との連携経験を有する従業員数 300 人未満の中小企業（産業保健スタ 

ッフの雇用無し）の事業主や安全衛生管理者 12 名 
1）の質問紙調査において承諾が得られた者および、機縁法により抽出した。 

【調査内容】地域保健との連携の経緯、連携推進の背景、連携方法、連携のメリット等 
【調査・分析方法】インタビューガイドを用い半構造化面接法による調査を実施した。調 

査内容は連携のきっかけや内容、連携のメリット等である。連携のメリットにつ 
いては質的統合法（KJ 法）を用い、聞き取った内容から意味のある文言を抽出 
し類似するものをまとめ、カテゴリーを生成した。 

（３）中小企業の事業主・衛生管理者を対象とした地域保健との連携に関するツールの開発  
質問紙調査やインタビュー調査の結果に基づいて、地域保健との連携により従業員の健 
康支援活動を展開するためのツールを作成した。 

  
 ４．研究成果 
 （１）中小企業の事業主・安全衛生管理者を対象とした質問紙調査の結果および考察 
 【結果】 
回収結果：92/209 名 回収率 44.0％ 有効回答数 90/209 名 有効回答率 43.1％  
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従業員自身の相談では、メンタルヘルス不調（50.0％）、家族の相談では、介護（37.5％）が最
も多かった。 

 
これまでに地域保健と連携した経験のある者は、8名（8.9％）に過ぎなかった。 
 

 
連携の対象は、保健所・市町村の保健師が最も多かった計 6名（77.5％）。 
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中小規模事業場の事業主・安全衛生担当者等が自ら地域保健関係者へ働きかけ、連携を実現させ
ていた。 
【考察】 
・中小規模事業場の事業主・安全衛生担当者等は、その半数以上が従業員やその家族の健康問題  
 および、介護・育児に関する家庭の問題について相談を受けていた。しかし、地域保健と連携 
した経験の有る者は非常に少なく、健康問題等の解決おいて、地域保健の持つ社会資源を活用  
していない可能性が高いと考えられた。 

・ごく少数の連携経験者のうちの多くが、自ら地域保健関係者に働きかけ、連携を実現させてい 
た。 

⇒2019 年に改訂された地域・職域連携推進事業ガイドラインの改訂ポイントとして、小規模事
業場などの支援が不十分な層への対応促進を挙げている。従業員から健康面の相談を受けた
経験の有る者のうち、4割近い者が家族の健康問題に関する相談も受けており、産業保健分野
のみでの解決が困難な状況も見られる。特に専門職が雇用されていない中小規模事業場の場
合、雇用の継続や生産性の維持のためにも、事業主・安全衛生担当者等が地域保健の持つ資源
を有効活用することで、従業員の健康支援に積極的に取り組めるよう、地域保健との連携体制
の構築が重要である。 

 
（２）地域保健との連携経験を有する従業員数 300 人未満の中小企業の事業主や安全衛生管理 
   者 12 名を対象としたインタビュー調査の結果と考察 
【結果】 
・研究協力者の業種は製造業が 7社で大半を占めており、その他、塗装業、解体業、サービス業 
等であった。 

・従業員規模は 50人未満が 8社、50人以上 300 人未満が 4社であり、全てにおいて産業医・産 
業看護職等の専門職の雇用は無かった。 

・連携対象は全て自治体所属の保健師・栄養士等の専門職であった。 
・連携のきっかけは保健師の訪問・連絡を受けた（4件）、会議・研修会の場で保健師と会って 
話した（3件）、チラシやインターネットで検索し自ら連絡した（3件）等であった。 

・連携内容は保健師・栄養士が社内に来訪し健康教育を実施した（10件）が最も多く、地域保健 
主催の地域・職域ネットワークへの参加、従業員のアルコール依存症や親の認知症等に関する 
個別相談等であった。 

・メリットについて、「健康に関する専門知識や情報の獲得」、「従業員の健康意識・行動の変化」、 
「産業保健活動を推進しやすい環境の構築」、「地域保健との有効なネットワーク構築」等、7 
つのカテゴリーが抽出された。 

【考察】 
・研究協力者は従業員の健康意識・行動の改善だけではなく、産業保健活動を推進しやすい職場 
環境づくりや地域保健との有効なネットワークが構築できる等、多くのメリットを感じてい 
た。また、事業主等の多くがこのような連携活動を他の事業主等にも広く周知して欲しいと希 
望していた。地域保健との連携内容やメリットを周知し中小規模事業場を中心に連携活動を 
広げることで、事業主等をキーパーソンとし自立した産業保健活動を推進できる可能性が考 
えられた。 

 
（３）リーフレット：中小企業の事業主・衛生管理者等のための地域保健との連携ガイドを作成 
 本リーフレットは、以下の構成で成り立ち、地域保健との連携経験の無い中小企業の事業主等
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であっても、連携の第一歩を踏み出し易いよう、地域保健との連携の必要性や連携方法等、参考
資料を含め、具体的に示した。 

 

 
 
（４）第 94 回日本産業衛生学会において自由集会の開催 
【タイトル】地域保健との有効な連携方法を知ろう！- COVID-19 対策における地域保健との連
携事例を通して考える- 
主に自治体保健師、産業看護職を対象とした自由集会を企画・開催した。市町村に所属する自

治体保健師、企業に所属する産業看護職、大学教員等、計 23 名の参加を得た。積極的に地域保
健との連携に取り組んでいる産業看護職より話題提供をおこなった後、ブレイクアウトルーム
を用いて、「Covid-19 対策における地域・職域連携の必要性」や「有効な連携方法と内容につい
て」というテーマでグループ討議を行った。自治体としては、中小企業への支援が求められてお
り、どのように職域へ働きかけるか試行錯誤しているが、自治体保健師としてはまず、産業保健
活動について知ることが必要等の意見が得られた。 
 
（５）2018 年 11 月、「秦野・伊勢原＠地域・職域ネットワーク会」の立ち上げと定例開催 
平塚保健福祉事務所秦野センター、伊勢原市役所、秦野市役所の保健師等と協力し、管内の中

小企業の事業主や安全衛生管理者等が参加できるネットワーク会を立ち上げた。その後、地域産
業保健センターや神奈川県産業保健総合支援センター、労働基準監督署、大企業の産業医、産業
看護職等を含む数多くの関係者が参加する会へ発展している。コロナ禍の影響を受け、2020 年
度からはオンライン開催を余儀なくされているが、研究により得られた知見等を基に、年５回の
定例開催を継続し、地域・職域の関係者同士、顔の見える関係作りの場として機能している。 
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